
水産加工原料安定化緊急対策事業 

支 援 す る 取 組 

※未・低利用魚種や部位を新たな加工原料として商品開発する取組 
 ※未・低利用魚種や部位とは、これまで加工原料として利用していない、または、ほとんど利用してい
なかった小ダイ、小アジなどや、加工した際に出る中骨、内臓などの低利用部位とします。 

事 業 対 象 者 

県内に本社及び製造に携わる拠点を有する水産加工業者（６事業者程度） 

応 募 方 法 等 

所定の書類（※募集要項に記載）を、総合販売戦略課あおもり食品産業振興グループに提出してく
ださい。 

 募集期間：平成２７年５月２７日（水）から６月２９日（月）まで 

 ※提出された書類に基づいて審査を行った上で採否を決定します。 

注 意 事 項 等 

・事業の実施方法や条件等は募集要項をご覧ください。 
・採択した事業内容は、県のホームページ等で公表することがあります。 
・募集要項は下記のホームページからダウンロードできます。 

対 象 経 費 

１ 未・低利用魚種や部位を使った製品の試作に必要な経費 
 例：原材料費、加工器具費、包装資材費等 
２ 新たな製品の安全性に関する分析等に必要な経費 
 例：食品衛生に係る薬品費、品質確保に係る分析経費、社員研修費等 
３ 認知度の低い魚種や部位のPRや商談用資材の作成に必要な経費 
 例：ラベル、パンフレット等の作成費 

【お問い合せ・お申し込み】 
 青森県農林水産部総合販売戦略課あおもり食品産業振興グループ 
 電話：０１７－７３４－９４５６   FAX：０１７－７３４－８１５８ 
 「あおもり食産業支援サイト」 http://www.aomori-shokusangyo.com/ 

青 森 県 

平成２７年度 

 水産加工原料確保の安定化を図るため、これまで活用されていなかった未・
低利用魚種や部位を加工原料として新たに有効活用する取組を募集し、「水産
加工原料安定化緊急対策事業」として支援します。  

募集中 

関心がある方は 
お問い合わせ 
ください 

事業者 

補助率・補助金額 

補助対象経費（消費税に相当する額は除く）の２分の１に相当する額または７０万円のいずれか低い
額以内の額 


